
 

 

 

 

 

 

１１、丹藤 裕一 助役の陳述書（抜粋） 

平成２７年 T１月３日、７００系新幹線電車の仕業検査を担当していた島津社員は、線路横

断時、一且停止して、地上信号機の「停止」現示の確認及び左右の指差確認をすべきところ、

これを行わなかったため、同日１７時３９分頃、仕業申告詰所において、私は島津社員に対し

て注意指導を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１２、丹藤 裕一  助役の陳述書（抜粋） 

平成２７年１月１３日２３時２６分頃、７００系新幹線電車の仕業検査を担当していた島津

社員は、１号車運転台にて、ＡＴＣチャートの印宇内容確認の際に、印字内容を確認後、「チャ

ート確認ヨシ」と指差確認喚呼すべきところ、これを行わなかったため、私は島津社員に対し

て注意指導を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

島津さん裁判の会社管理者への証人尋問が１０月３０日に決定！！ 

さいばん通信 
ＪＲ東海労大阪仕業検査車両所分会 

No. ４４  ２０１７．９．３０ 

発行責任者   松本 幸一 

編集責任者   教 宣 部 

島津さん裁判・本人訴訟Ⅱ 
こんなウソを非違行為として報告していた！ 

 

[仕業申告詰所にて] 

丹 藤：島津さん。落ち着いていこう。 

島 津：？ 

丹 藤：線路横断。いついかなる時も一旦停止ね。 

島 津：はあ。 

丹 藤：所長のポスター見た？ 

島 津：？ 

丹 藤：線路横断時は一且停止、指差確認をしないと渡るの禁止です 

 

 

 

［１号車運転台にて］ 

島 津:（ATC ﾁﾔｰﾄの確認後、ﾁﾔｰﾄ確認よしの喚呼を言わなかった） 

丹 藤：落ち着いて島津さん。ﾁﾔｰﾄ確認よしの喚呼は？ 

島 津：あ、ﾁﾔｰﾄ確認よし。 

丹 藤：それで、この後にｽﾅｯﾌﾟｽｲｯﾁｵﾝ、紙押えﾚﾊﾞ一上位置よしで窓ﾌｷ器動作だか

らね。 

 


